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宇都宮市本町12番11号 栃木会館内  TEL028（627）2995
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「　　の禁止行為」 

暴力団対策法第9条で禁止されている暴力的要求行為 
2727

　平成24年8月1日に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「法」という。）の一部改正がありまし
た。これまで法第9条の禁止行為は、21行為でしたが、今回の改正で27行為になり、10月30日に施行されました。 

人に対して、企業や団体の不正な経営
内容や異性問題のスキャンダル等、人
に知られていない事実の宣伝又は公
表にかこつけて、口止め料として金品
等を要求する行為　 

口止め料を 
要求する行為 

人に対して、寄附金・賛助金、その他名
目のいかんを問わず、みだりに金品等
の贈与を要求する行為 

寄附金や賛助金等を 
要求する行為　 

建設工事等の請負業務の発（受）注者
に対して、その発（受）注者が拒絶して
いるにもかかわらず、下請参入、資材
の納入等の受入れを要求する行為　 

下請参入等を 
要求する行為　 

そん
なの
 

頼ん
だ覚
え 

ない
のに
… 

寄附金を 
頼むよ！ 

え！ 
寄附金？ 

資材を 
持って来て 
やったぞ！ 

それ
は 

ちょ
っと
… 

口止め料を 
払ってもら 
おうか！ 

縄張内で営業を営む者に対して、あい
さつ料、みかじめ料等名目のいかんを
問わず金品を要求する行為 

みかじめ料を要求 
する行為　 

縄張内で営業を営む者に対して、日常
業務用の物品購入、興行の入場券・パ
ーティ券等の購入、用心棒料等を要求
する行為　 

用心棒料等を要求 
する行為　 

金銭を目的とする消費貸借上の債務で、
利息制限法に定める利息の制限額を
超える利息の支払を伴うものについて、
債務者に対し、履行を要求する行為 

利息制限法に違反する 
高金利の債権を 
取り立てる行為　 

えーっ！ 
そんな！！ 利息は 

100万円だ！ 

パーティ券に 
おしぼり代… 
それと用心棒代 
をもらおうか！ 

えっ、 
そんなに！ 

えっ
？ 

あい
さつ
料 

です
か…
 

だれに断って 
店出しとるんか？ 
あいさつ料 
出さんかい！ 

人から依頼を受け、報酬を得て又は
報酬を得る約束をして、債務者に対し、
乱暴な言動を交えたり、迷惑を覚えさ
せるような方法で訪問したり、電話を
かけるなどして債権を不当に取り立
てる行為 

不当な方法で債権を 
取り立てる行為（前6の2号） 

人に対して、金銭を目的とする消費貸
借上の債務や家賃、購入した物品の
代金等の全部又は一部の免除や履行
の猶予をみだりに要求する行為 

借金の免除や借金返済
の猶予を要求する行為
（前7号） 

金銭貸付業者以外の者に対して、みだり
に金銭の貸付け、手形割引等を要求し、又
は金銭貸付業者に対して、その者が拒絶
しているにもかかわらず、貸付け、手形割
引等を要求する行為 

不当な貸付け及び手形
の割引を要求する行為 
（前8号） 

無理 

ですよ
！ 

ヤクザから 
カネを取る 
つもりか？ 

なんとか 
お支払い 
を… 

だまって 
貸付け 
しろ！ 

早く金 
返さんか 
コラ！ 

���
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宅建業者以外の者に対して、宅地等の
売買・交換をすること、又は人に対して
宅地等の貸借をすることをみだりに要
求する行為 

宅建業者以外の者に対
し、宅地等の売買・交換
等を要求する行為（新規） 

建設業者に対し、その者が拒絶してい
るにもかかわらず、建設工事を行うこ
とを要求する行為 

建設業者に対して、不
当に建設工事を行うこ
とを要求する行為（新規） 暴力団の示威行事の用に供されるお

それが大きい集会施設等の管理者に
対して、その者が拒絶しているにもか
かわらず、その施設を利用させること
を要求する行為 

不当に集会施設等を利用させ
ることを要求する行為（新規） 

それ
は 

無理
 

です
よ！ 

ここに 
事務所を 
建てて 
くれよ！ 

そん
な 

無茶
な！
 

集会所 
貸して 
くれ！ 

それ
は 

ちょ
っ 

と…
 

この 
マンション 
売って 
くれよ！ 

正当に使用する権利に基づいて、建物
や敷地を使用している者に対し、その
意思に反して、これらの明渡しを要求
する行為 

不当な地上げをする 
行為（前11号） 

土地、建物を占拠したり、自己の氏名
を表示したり（支配の誇示）して、所有
権者、担保権者等が拒絶しているにも
かかわらず、支配の誇示をやめること
の見返りとして明渡し料等を要求する
行為 

土地・家屋の明渡し料
等を不当に要求する
行為（前12号） 

宅建業者に対し、その者が拒絶してい
るにもかかわらず、宅地等の売買・交
換をすること、又は売買・交換・貸借の
代理・媒介を要求する行為 

宅建業者に対し、不当
に宅地等の売買・交換
等を要求する行為（新規） 

えっ、 
いつのまに？ 

やめ
て 

くれ
～っ
！ 

明渡し料を 
もらおうか!

それは 
できま 
せん！ 

このビルと 
交換して 
くれ！ 

早く 
出ていけ！ 

証券会社及び投資顧問業、投資運用
業等、金融商品取引業務を営む者に
対して、その者が拒絶しているにもか
かわらず、金融商品取引を行うこと又
は、証券会社に対して著しく有利な条
件により有価証券の信用取引を行う
ことを要求する行為 

不当な金融商品取引 
を要求する行為 

株式会社に対して、みだりに自己株式
の買取り又はそのあっせんを要求した
り、株式会社の取締役、執行役、監査役、
株主に対しその者が拒絶しているにも
かかわらず、買取り、あっせんを要求す
る行為　 

不当な株式の買取り等
を要求する行為（前10号） 

銀行等に対して、その者が拒絶してい
るにもかかわらず、預金・貯金の受入
れを要求する行為 

不当に預金・貯金の受入
れを要求する行為（新規） 

この株券、 
買いとって 
くれよ！ 

いや、 
それは… 

いえ、 
できません！ 

この金 
預かって 
くれ！ 

信用
取引
 

頼む
よ！
 

できま 
せん！ 

（前9号、信用取引行為から金融商品 
取引行為に拡大） 

集会所 

���
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人に対して、国・地方公共団体等が行
う売買、貸借、請負等の契約の入札に
参加しないこと又は一定の価格その
他の条件で入札の申し込みをするこ
とをみだりに要求する行為 

人に対し、公共事務
事業の入札に参加し
ないこと等を要求す
る行為（新規） 

国・地方公共団体等に対して、その者が拒
絶しているにもかかわらず、自己や自己の
関係者を国・地方公共団体等が行う売買、
貸借、請負等の契約の相手方とすること、
又は特定の者を契約の相手方としないこ
とをみだりに要求する行為　 

公共事務事業の契約の
相手方とすること等を
要求する行為 

国・地方公共団体等に対し、国・地方公
共団体等が行う売買、貸借、請負等の
契約の相手方に、下請等の発注や資材・
物品を納入させるように指導・助言等
をすることをみだりに要求する行為 

公共事務事業の契約の
相手に対する指導等を
要求する行為 

こことは 
契約 
するな！ 
 

契約会社に 
指導しろよ！ 

お断り 
します 

○○の 
入札には 
参加する 
なよ！ 

そんな 
 訳 には… 

そんな 
困ります 
よ… 

行政庁に対して、許認可等の要件に該
当するのに許認可等をしないよう要求
したり、不利益処分の要件に該当しな
いのに不利益処分をするよう要求す
る行為 

許認可等をしないことを
要求する行為（前16号） 

国・地方公共団体等に対して、国・地方
公共団体等が行う売買、貸借、請負等
の契約の入札に関して、参加資格がな
い者や指名基準に適合しない者を入
札に参加させるよう要求する行為 

公共事務事業の入札
に参加させることを要
求する行為 

国・地方公共団体等に対して、国・地方
公共団体等が行う売買、貸借、請負等
の契約の入札に関して、参加資格があ
る者や指名基準に適合する者を入札
に参加させないよう要求する行為 

公共事務事業の入札
に参加させないことを
要求する行為 

うちにも 
入札させ 
ろよ！ 

それは ちょっと … 

○△社を 
 入札 に参加 
 させるな！ 

そんな 
無茶な！ 

あの件 
認可 
するな！ 

要件が そろっていま 
すので… 

人から依頼を受け、報酬を得て、又は
報酬を得る約束をして、交通事故等
の示談交渉を行い、損害賠償として
金品を要求する行為 

交通事故等の示談に
介入し、金品等を要
求する行為（前13号） 

人に対して、買った商品、受けたサービ
スの欠陥等を口実に損害賠償等の名
目で、あるいは有価証券の売買で損害
を被ったと因縁を付けて損失補てん
を要求する行為 

因縁を付けての 
金品等を要求する行為 
（前14号） 

行政庁に対し、許認可等の要件に該当
しないのに許認可等をするよう要求し
たり、不利益処分の要件に該当するの
に不利益処分をしないよう要求する行
為 

許認可等をすることを
要求する行為（前15号） 

示談交渉は 
任せな！ 

客にキズモノ 
を売るのか！ 
誠意を見せろ! 
 

そんな 
まさか？！ 

それは 
該当しない 
ので… 

この件 
認可して 
くれよ！ 

よろしく 
頼むわ！ 

（前17号、公共工事から公共事務事業に拡大） （前18号、公共工事から公共事務事業に拡大） 

(前19号、公共工事から公共事務事業に拡大し、 
契約相手にすることの要求を追加） 

（前20号、公共工事から公共事務事業に拡大） 
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　「責任者選任届出書」を事業所の所在地
を管轄する警察署の刑事課組織犯罪対策
係に提出するか、又は県庁のホームペー
ジから電子申請による届出をすることがで
きます。 
　後日、往復ハガキで講習の案内をいた
します。 

◎暴力団等反社会的勢力の現状と動向 
◎不当要求行為に対する被害防止対策 
◎弁護士からみた暴力団対策 
　等について警察本部刑事部組織犯罪対
策第一課、栃木県弁護士会、暴力追放県民
センターによる講義のほか、ＤＶＤを使用し
た対応シミュレーションなど、対応要領や
被害防止に役立つ体験型の講習を行います。 

※選任時講習 
　責任者に選任された後、概ね１年以
内に受講します。 
※定期講習 
　選任時講習後、概ね３年後に受講しま
す。 

受講された方には、「受講修了書」及び「責
任者選任事業所ステッカー」を交付します。 

あなたの職場を暴力団等から守るための講習です。 

講習受講手続き 講習の内容 

講習の種別 

受講修了書の交付 

不当要求防止責任者講習「受講無料」 不当要求防止責任者講習「受講無料」 
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公益財団法人栃木県暴力追放県民センター 

119

119

119

宇都宮市本町12番11号　栃木会館内 

ホームページ http：//www.boutsui-tochigi.or.jp/

電　話／028-627-2995
ＦＡＸ／028-627-2996

028-627-2600
暴力相談電話 

競輪場通り 

栃木県庁 

交番 

桜2丁目 
交差点 

桜
通
り
 

田
川
 

西
口
 

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
 

東
通
り
 

今
小
路
通
り
 

中
央
通
り
 

↑
至
宇
都
宮
Ｉ
Ｃ
 

総合文化センター 

東武宇都宮駅 

本町交差点 大通り 本町交差点 

宇都宮市役所 

いちょう通り（石井街道） 

清
住
町
通
り

暴力追放県民センター 
栃木会館 

暴力団追放三ない運動＋1
ワン 

プラス 

暴力団追放三ない運動＋1
ワン 

プラス 

暴力団追放三ない運動＋1
ワン 

プラス 

暴力団を利用しない 
      暴力団を恐れない 
            暴力団に金を出さない 

暴力団と交際しない 

●賛助会員証 

●賛助会会費 年額（口数は、何口でも結構です。） 
法人・団体　一口　10,000円 
個　　 人　一口 　 5,000円 
　　　　　 

（特大） 

80

40

（中） 

30

60
（小） 

（大） 

13

10 18 26

●会員の方には「賛助会員証」の交付、暴追大会、
暴追セミナー等の案内、機関誌「暴追とちぎ」・
暴力団対策の資料の送付など、暴力団情報等の
提供を行います。 

●入会のお申込は、事務局へご連絡ください。 

賛助会員を募集しています 賛助会員を募集しています 
～多くの方の入会をお待ちしています～ 

　（公財）栃木県暴力追放県民センターでは、暴力団排除活
動に賛同してご支援、ご協力いただける個人、団体、法人の入
会をお待ちしております。 
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